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 KOISHIKAWA (THAILAND) CO., LTD. 
 代表取締役社長 日本国公認会計士 長澤 孝人 

 

タイの日系中小企業会計 ５ 

「キャッシュフロー計算書の作成」 
 

製造過程で生じたスクラップを輸出することにより、タイでの廃棄立会という余計な事務手続と税務リスクを

避けている日系企業は多いです。実務上は、スクラップを工場からタイのリサイクル会社が引き取り、輸出

手続を代行しています。これに関して今年、歳入局から VAT 徴収モレとして過去遡り追徴課税を受けた

会社がありました。インボイスはもちろん、タイの日系企業から輸出先の外国企業宛です。輸出通関書類

上の輸出者も、タイのリサイクル会社ではなく、スクラップを出した日系企業であり、正規に輸出した証拠

は存在しています。それでも歳入局が認めなかったのは、売却代金の回収でした。売却代金が外国企業

からではなく、タイのリサイクル会社から入金されていました。 

 

このような実務は他の日系企業でも見かけており、結構多いのではないかという気がします。スクラップは

毎月当然発生するため、追徴はかなり多額に膨らみます。自社のスクラップの商流、物流、それとお金の

流れを、日本人で再確認してみていただければと思います。輸出しているからうちは大丈夫、というわけ

にはなりません。 

 

２．キャッシュフロー計算書の作成（続き） 
 

キャッシュフロー計算書は、簡単に言えば BSの前期当期の増減表をひっくり返して現金預金の増減を示

したものです。それだけで済めば特段苦労はありません。しかし会計基準では、キャッシュフロー計算書

の最低限守るべき様式が定められていて、その様式に従うために必要な情報（数字）を帳簿から拾い集

めなければなりません。これに手間がかかります。 

 

■キャッシュフロー計算書の様式 
 

キャッシュフロー計算書の作成に関して、SME 基準では、フルバージョンで規定されている項目が大幅に

割愛されています。しかし、これは SME基準の場合に簡便的になるということを意味しません。実際にキャ

ッシュフロー計算書を作成する上で、SME 基準に記載されていない点はフルバージョンを参照せざるを

得ません。したがって、SME 基準も実質的にフルバージョンで作成する場合と差異はなく、労力は一緒と

考えられています。 

 

キャッシュフロー計算書は、営業活動、投資活動、財務活動の 3 つに区分して表示することが求められて

います。表示の仕方としては、直接法と間接法の 2 種類があるのですが、直接法は、発生主義で計上し

た売上や仕入を、現金での収入・支出に置き換えなければならず、集計と検証が煩雑すぎて決算日程上

支障が生じるため、間接法を用いるのが普通です。間接法でのキャッシュフロー計算書は、PL 上の当期

利益からスタートして、最終的に BS 上の現金預金の期末残高に導く形で表示します。簡単に書くと以下

の様式です。 
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 当期利益 xxx 

 ±営業活動によるキャッシュフロー xxx 

 ±投資活動によるキャッシュフロー xxx 

 ±財務活動によるキャッシュフロー xxx 

 現金預金の当期増減額 xxx 

 ＋現金預金期首残高 xxx 

 現金預金期末残高 xxx 
 

キャッシュフロー計算書を作る上での問題点は、それぞれの活動区分で使う数字を集める作業になります。

キャッシュインとキャッシュアウトの最終的な辻褄合わせになる「営業活動によるキャッシュフロー」は後に

回して、「投資活動」と「財務活動」から説明していきます。 

 

■投資活動によるキャッシュフロー 
 

投資活動は、「長期性資産及び現金同等物に含まれない他の投資の取得及び処分」と定義されていま

す。簡単に言えば、タイの日系企業では、有形固定資産、無形固定資産、関係会社貸付金、関係会社

株式、投資有価証券、3 ヵ月超の定期預金あたりが含まれます。これらを原則として支出と収入別々に分

けてグロス金額で記載します。「有形固定資産の購入支出」と「有形固定資産の売却収入」、「長期貸付

金の追加支出」「長期貸付金の返済収入」といった形です。 

 

これらの金額は、帳簿から自動的に集計することはできません。帳簿上支出も収入も 1 つの勘定科目毎

に集約されているため、帳簿の明細である総勘定元帳から拾い上げる作業が必要です。総勘定元帳の

各勘定科目の増加合計と減少合計がそのまま使えるわけでもありません。例えば、固定資産の購入支出

の場合は、固定資産の当期増加額に、期首や期末時点で未払の金額があればそれを加減しなければな

りません。売却収入の場合は、固定資産の当期減少額に、売却益または売却損を加減し、期首と期末の

未回収の金額を加味して、現金としての収入に調整しなければなりません。さらに、リースバックで取得し

た固定資産、その一部を中途解約した固定資産があった場合は、純粋な現金支出はいくらなのか、混乱

を極めます。貸付金や株式の増加・減少については、年間の取引件数は限られていて、数字の拾い上げ

も難しくありませんが、固定資産の支出・収入額の把握はヘビーです。おまけに期中に修正伝票や勘定

科目の振替伝票もあった暁には、多くのタイ人経理スタッフがお手上げ、デタラメな数字が出来上がると

思います。 
 

■財務活動によるキャッシュフロー 
 

財務活動は、「企業の拠出資本及び借入の規模と構成に変動をもたらす活動」と定義されています。タイ

の日系企業で該当するものとしては、「増資」「借入金」「ファイナンスリース」「支払利息」「支払配当金」あ

たりです。短期借入金であれば一般的に増減額をネット金額で記載できますが、長期借入金については

新規増加額と返済額を区分しなければならないため、やはり総勘定元帳から拾い上げる必要があります。

また、外貨建て借入の場合は、期首及び期末の為替評価差損益は除外しなければなりません。なお、

「支払利息」「支払配当金」は営業活動、「受取利息」「受取配当金」は営業活動でも投資活動でもよいと

規定されています。 

（次号に続く） 
  

 

KOISHIKAWA (THAILAND) CO., LTD. 
小石川会計事務所（経営管理及び監査業務） 

ジェトロバンコクの講師が直接、貴社の経営管理・財務管理を指導いたします 

代表者： 長澤 孝人（日本国公認会計士） 

所在地： Room 2C, 1294 Sutthisan-Winitchai Road, Huay Kwang, Bangkok 10310（MRT スティサン駅徒歩 1 分） 

連絡先： 091-739-4777 または nagasawa@koishikawa.co.th 会社案内： http://koishikawa.p1.bindsite.jp/ 
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 KOISHIKAWA (THAILAND) CO., LTD. 
 代表取締役社長 日本国公認会計士 長澤 孝人 

 

タイの日系中小企業会計 ６ 

「キャッシュフロー計算書の作成」 
 

12 月決算も 3 月決算も終わりました。監査済み財務諸表の発行を昨年よりスピードアップすること優先で

自社の請求書の発行を後回しにしていた所、何社かのタイ人経理スタッフから請求はまだかと催促されて

います。善意としては大変嬉しく、キャッシュフローの観点を持つべき経理としてはちょっと心配です。 
 

２．キャッシュフロー計算書の作成（続き） 
 

■営業活動によるキャッシュフロー 
 

「営業活動によるキャッシュフロー」は、キャッシュフロー計算書の 3 つの区分の中で冒頭に来る部分です。

会計基準上は、「企業の主たる収益獲得活動から生じるキャッシュフロー」と定義されていますが、

具体的にどのような活動が該当するのか、気にする必要はありません。単純に投資活動及び財務

活動以外のキャッシュフローと考えるのが現実的です。実際に作成する過程でも、まず投資活動と

財務活動によるキャッシュフローの数値を固めた上で、PL の当期利益と BS の現金預金残高それぞれと

整合するように金額を作り込んでいくのが賢いやり方です。 
 

営業活動によるキャッシュフローを理解するためには、キャッシュフロー計算書の様式を見るのが手っ取り

早いです。前回記載した簡単な様式の中で営業活動によるキャッシュフローの部分をブレイクダウンする

と、大体以下の形です。番号毎に説明していきます。 
 

 税引前当期利益 xxx 

 減価償却費 ＋ xxx …① 

 棚卸資産評価損 ＋ xxx …① 

 固定資産除却損・売却損益 ± xxx …① 

 為替差損益 ± xxx …① 

 支払利息 ＋ xxx …② 

 小計 

 売掛金及び未収金の増減 ± xxx …③ 

 棚卸資産の増減 ± xxx …③ 

 その他流動資産・固定資産の増減 ± xxx …③ 

 買掛金及び未払金の増減 ± xxx …③ 

 その他流動負債・固定負債の増減 ± xxx …③ 

 営業活動による現金獲得額 

 利息支払額 － xxx …② 

 法人税支払額 － xxx …④ 

 営業活動によるキャッシュフロー  xxx 
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キャッシュフロー計算書は、PL の税引後利益ではなく税引前当期利益からスタートします。これは形式上、

④で法人税の支払額を区分して表示するためです 

 

税引前利益の次に、PL の中でキャッシュフローに関係のない項目を加減算するのが①です。非資金項

目と言います。発生主義に基づき作成される PL の当期利益の中には現金預金の収支を直接伴わない

費用や収益も含まれています。これを現金主義の表に変換するため、当期利益に戻入する形にします。

減価償却費、棚卸資産評価損、固定資産除却損、固定資産売却損、為替差損等の費用は当期利益に

加算、固定資産売却益や為替差益は当期利益から減算します。その他、貸倒引当金や退職給付引当金

等、引当金の繰入・戻入額も、非資金項目として対象になります。非資金項目は、いずれも PL 計上額と

整合させるのが基本です。なお②の支払利息は、非資金項目ではないものの当期利益に一旦加算して

います。これは④と同様、形式上キャッシュベースでの利息支払額を表示するための決まりです。 

 

③は PL の当期利益から BS の現金預金残高の増加（または減少）額に結びつなげるための調整です。

理論上は、非資金項目以外で発生主義に基づき計上されている費用及び収益を現金主義に修正する

項目です。売上等の収益のうち期末時点でまだ現金収入がない部分は、売掛金等の資産残高に残って

いるため当期利益から減算、仕入や経費のうち期末時点でまだ現金支出がない部分は、買掛金、未払

金、未払費用等の負債残高に残っているため当期利益から控除する必要はなく加算します。逆に期首の

売掛金等の資産残高は、当期の収益には含まれていないけれど当期に現金回収されたものと考えて当

期利益に加算、期首の買掛金等の負債残高は、当期の費用には含まれていないが当期に現金支払した

ものと考えて当期利益から減算することになります。 

 

③で記載の対象となる資産・負債は、現金預金、投資活動、財務活動以外の BS の資産・負債項目全て

です。それら各項目の期首と期末残高を比較してどちらが大きいかによって、その差額を当期利益に対

してプラスするかマイナスするか決まります。キャッシュフロー計算書はBSの前期当期の増減表をひっくり

返して作成すると申し上げた所以がこの部分に如実に表れていて、キャッシュインとキャッシュアウトの辻

褄合わせになっています。キャッシュフロー計算書の作成経験の浅いタイ人経理やローカル監査人だと、

この部分がかなりいい加減になると予想されます。と言うのも、タイの日系中小企業では、未収金、前渡金、

仮払金、未払金、未払費用、前受金の中に、固定資産の購入・売却代金や貸付金・借入金利息等、投資

活動または財務活動に係るものが混ざっていることが多いため、それらの残高を③の中から引っこ抜かな

ければならず大変厄介です。キャッシュフロー計算書の作成に着手する前の時点で、各勘定の残高明細

がきちんと出来上がっていることが大前提です。システムでの対応はできません。勘定科目をそもそも別

に設定しておかない限り、総勘定元帳から手作業で拾い上げるしかありません。 

 

■現金及び現金同等物に係る換算差額 
 

営業活動、投資活動、財務活動によるキャッシュフローの合計額を BS の現金預金増減額にきれいに合

致させるため、最後にもう 1 つ拾い上げなければならない数字があります。それが「現金及び現金同等物

に係る換算差額」、つまり現金預金勘定自体に含まれている為替差損益です。期末の評価替えだけでな

く、期首（前期末）の評価替えの戻入額も考慮しなければ合致しません。総勘定元帳をソートして、やはり

手で拾い上げる作業が必要になります。 

（次号に続く） 
  

 

KOISHIKAWA (THAILAND) CO., LTD. 
小石川会計事務所（経営管理及び監査業務） 

ジェトロバンコクの講師が直接、貴社の経営管理・財務管理を指導いたします 

ジェトロミニセミナー、7月から再開予定です。 
代表者： 長澤 孝人（日本国公認会計士） 

所在地： Room 2C, 1294 Sutthisan-Winitchai Road, Huay Kwang, Bangkok 10310（MRT スティサン駅徒歩 1 分） 

連絡先： 091-739-4777 または nagasawa@koishikawa.co.th 会社案内： http://koishikawa.p1.bindsite.jp/ 
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 KOISHIKAWA (THAILAND) CO., LTD. 
 代表取締役社長 日本国公認会計士 長澤 孝人 

 

タイの日系中小企業会計 ７ 

「税効果会計」 
 

今回から税効果会計の話をします。現在のタイの中小企業向け会計基準である NPAEs 基準の下では、

税効果会計の適用は任意であり、また、多くのタイ人経理スタッフが理解不足の分野であることもあって、

ほとんどの企業が適用していないのが実態です。しかし来年以降 SME基準になった場合、適用するのが

当然になる可能性が高いです。しかも SME 基準の税効果会計は、これまでに述べた「連結財務諸表」や

「キャッシュフロー計算書」と同様、フルバージョンの会計基準における規定の数が減らされているだけで、

実務面では何も楽ということはなく、結局フルバージョンと同じ対応が必要だと思います。税効果会計を 

適用すると、毎期決算時に監査人に対して将来の利益計画やタックスプランニングの提示・説明も必要に

なるため、日本人マネジメントの参画が必然的に求められます。税効果会計が苦手な経理スタッフを逆に

リードできるよう、日本人として基本的なコンセプトは知っておいてください。 

 

３．税効果会計 
 

■Current Tax と Deferred Tax 
 

海外の会社の損益計算書やその注記で、法人税の箇所が以下のような表記になっているのを見たことが

ある方はいらっしゃると思います。 

 

 Profit before income tax（税引前利益）    xxx 

 Income tax expense（法人税） -Current － xxx 

   -Deferred ± xxx － xxx 

 Net profit（当期純利益）     xxx 

 

Income tax expense の内訳の「Current」は、ごく一般的な当期の法人税額を意味します。一方、

「Deferred」は、税効果会計を適用した場合に登場する項目であり、NPAEｓ基準を採用している企業では

普通目にすることはありません。Deferred は直訳すれば「繰り延べ」という意味ですが、日本の損益計算

書では「法人税等調整額」という表現を使っています。Currentで記載した当期の法人税額を Deferredで

調整すること、それが税効果会計です。税効果会計を適用すると、損益計算書の当期純利益の金額が

変わってくる点、まずは留意してください。 

 

■税効果会計のコンセプト 
 

当期の法人税額を税効果会計によってなぜ調整するのか。その基本的なコンセプトは、単純に企業会計

の大原則である「費用収益の期間対応（期間損益計算）」にあります。損益計算書は、ご存じのとおり企業

の期間損益を表したものです。一定期間の売上高に対して当該期間の売上原価、販管費、利息等を計

上し、税引前利益を算出しています。したがって税引前利益までは、収益も費用も期間対応できていると
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言えます。 

 

しかし法人税については、税引前利益をベースに計算を行うものの、会計とは異なる税務上の取り扱い

があるため、税引前利益の金額を会計期間に関係なくいろいろ調整した上で税務上の利益（課税所得と

言います）を算出し、それに法人税率を乗じて計算します。その結果、損益計算書上の当期の法人税額

及び税引後の当期純利益は、厳密に言えば期間対応できていない形になってしまいます。 

 

例えば、税引前利益が当期と翌期で同じ 100 だったとします。しかし税務上、当期の費用として認められ

ないものが 50 あり、それが翌期の費用としては認められると仮定した場合、課税所得は当期 150 と翌期

50で異なり、法人税額も当期 30 と翌期 10で違ってきます。税引前利益は同額なのに、法人税の計算に

よって最終利益が当期 70、翌期 90で異なるのは、期間損益計算の観点からはおかしいということです。 

 

   当期 翌期 通期 

 税引前利益  100  100  200 

 税務調整  ＋50  －50  0 

 税務上の利益（課税所得）  150  50  200 

 法人税率  ×20%  ×20%  ×20% 

 当期法人税額（Current）  －30  －10  －40 

 当期純利益  70  90  160 

 

税効果会計はこの問題を修正し、各期の当期純利益が期間対応するように法人税を調整します。上記の

例で言えば、当期は税務調整＋50に法人税率 20%を乗じた 10を法人税等調整額として利益に戻し入れ、

翌期は税務調整－50 に法人税率 20%を乗じた－10 を法人税調整額として費用に追加計上することで、

当期純利益はいずれの期も 80で一致することになります。 

 

   当期 翌期 通期 

 税引前利益  100  100  200 

 当期法人税額（Current）  －30  －10  －40 

 法人税等調整額（Deferred）  ＋10  －10  0 

 当期純利益  80  80  160 

 

この例は理解のため数値を極端に単純化していますが、税効果会計のコンセプトはこの程度の話です。

当期と翌期を合わせて通期で見ると、税効果会計を適用してもしなくても、法人税額は 40 で同額、税引

後の当期純利益も 160 で同額になります。つまり税効果会計とは、ざっくり言うならば当期の法人税額を

期間配分すること、もう少し言うならば当期の法人税計算上の税務調整額を期間配分することです。 

 

なおこの理解の仕方は、損益計算書の観点からの「繰延法」という考え方です。税効果会計の会計基準

や教科書では、繰延法ではなく貸借対照表の観点からの「資産負債法」という考え方が採用されていて、

厳密には少し違いがあります。しかし、そもそも税効果会計とは何なのか、経営者として実務を理解する

上では全く気にする必要はありません。学問レベルの相違です。 
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 KOISHIKAWA (THAILAND) CO., LTD. 
 代表取締役社長 日本国公認会計士 長澤 孝人 

 

タイの日系中小企業会計 ８ 

「税効果会計」 
 

弊社ウェブサイトの更新を昨年 10 月以降していなかったことに気づきました。日本で買った制作ソフトを

当時のウィンドウズVISTAのPCにインストールしているがゆえに日頃起動することがない上、決算繁忙期

に突入してすっかり放置していました。昨今は半年はおろか 3 ヵ月程度でも未更新のサイトだと即スルー

されてしまい、営業ツールとして逆効果になりかねませんし、かと言って更新が頻繁でも、アクセス数稼ぎ

のため根拠に乏しい情報を掲載すれば、社会的信用を失うリスクもあります。それでも、ウェブサイトの発

信力は、自分の想定する世界を超えて勝手にどんどん広がっていくのが大変魅力的だと思います。 

 

３．税効果会計（続き） 
 

■益金と損金 
 

法人税の計算に用いる税務上の利益（課税所得）は、会計上の利益（損益計算書上の利益）とは一致し

ないのが普通です。それぞれの国の租税政策として、会計上は費用計上できても税務上は費用として認

めないもの、会計上の費用を税務上は二重に控除することを認めるもの、あるいは会計上の収益でも税

務上は収益に含めなくてよいもの等々、会計上の利益に加算または減算する形で法人税の計算上調整

する項目が税法等でいろいろ定められています。日本の税務ではご丁寧に、収益と費用を会計上と区別

するために、税務上収益になるものを「益金」、税務上費用になるものを「損金」と言います。収益と益金の

差、費用と損金の差が、会計上の利益と税務上の利益の差異になります。 

 

■一時差異と永久差異 
 

税効果会計は、簡単に言えばその差異を会計上反映することです。ただし、全ての差異を対象とする訳

ではありません。個々の差異を性質によって「一時差異」と「永久差異」の 2 種類に分別し、そのうち「一時

差異」が税効果会計の対象です。会計基準に書かれている一時差異の定義は資産負債法を前提として

いるためわかりにくいので、以下のような感じで理解すれば十分です。 

 

一時差異（Temporary Difference） 

収益と益金の差または費用と損金の差が将来解消されるタイプの差異。例えば、退職給付引当金は、

費用計上した会計年度の損金としては認められないが、将来退職により支払われた会計年度に損金

として認められるため、一時差異に分類される。 

 

永久差異（Permanent Difference） 

収益と益金の差または費用と損金の差が永久に解消されないタイプの差異。例えば、交際費の損金

算入限度超過額は、費用計上した会計年度だけでなく、将来の会計年度においても損金として認め

られないため、永久差異に分類される。 
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■将来減算一時差異と将来加算一時差異 
 

「税効果会計の基本はわかる」と言えるようになるため、もう少し用語解説を続けます。税効果会計の対象

である「一時差異」は、さらに 2種類あります。 

 

将来減算一時差異（Deductible Temporary Difference） 

当期の法人税計算上は利益に加算するが、将来の法人税計算において利益から減算できる差異。

例えば前述の退職給付引当金の他、賞与引当金、在庫引当金等、税務上当期の損金としては認めら

れないが、将来決済した会計年度に損金として利益から減算することが認められる。 

 

将来減算一時差異（Taxable Temporary Difference） 

当期の法人税計算上は利益から減算できるが、将来の法人税計算において利益に加算される差異。

例えばファイナンスリースで会計上の経済耐用年数より短いリース期間の場合、会計上計上した減価

償却費及び支払利息よりも税務上はリース料として多く損金を先行して計上できる。しかしリース期間

終了後は、会計上の減価償却費及び支払利息は税務上損金として認められないため、利益に加算

することになる。 

 

簡単な覚え方としては、「将来減算＝当期は加算」「将来加算＝当期は減算」です。 

 

■繰延税金資産と繰延税金負債 
 

税効果会計を財務諸表上反映するための勘定科目が、「繰延税金資産」と「繰延税金負債」です。繰延

税金資産は将来減算一時差異から、繰延税金負債は将来加算一時差異から計算します。会計上以下

のような「税効果がある」と考えて、それを資産または負債の一種として計上するのが税効果会計です。 

 

繰延税金資産（Deferred Tax Asset） 

将来減算一時差異は、将来の法人税計算において「税金負担を軽くする効果」を持つという意味で資

産性を有する。したがって、当期の損益計算書上の法人税額からその効果分を減額すると共に、貸借

対照表に「繰延税金資産」という資産を計上する。 

 

繰延税金負債（Deferred Tax Liability） 

将来加算一時差異は、将来の法人税計算において「税金負担を増やす効果」を持つという意味で負

債性を有する。したがって、当期の損益計算書上の法人税額にその効果分を増額すると共に、貸借

対照表に「繰延税金負債」という負債を計上する。 

 

なお繰延税金資産は、将来減算一時差異に加えて、「税務上の繰越欠損金」と「繰越外国税額控除」も

将来の税金負担を軽くする効果があることから、同様に計算対象として含みます。ただし、タイでは特に

「税務上の繰越欠損金」の税効果、つまり資産性の判断が非常に難しいのが実情です。税務当局のさじ

加減一つで過去から累積してきた多額の繰延欠損金が一気にカットされることがあるからです。繰延税金

資産を計上する場合、将来の税効果の実現可能性（回収可能性と言います）の証明が必要になります。 

 

（次号に続く） 
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